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整形外科は運動器の病気と怪我を扱う診療科
です。運動器とは骨、関節、靱帯、脊椎、脊髄、
筋肉、腱、末梢神経など、身体を支え、動かす
役割をする器官の総称です。循環器や呼吸器、
消化器などと比べると一般の方々への周知が遅
れていますが、人の健康の根幹をなす器官とし
て運動器は重要です。この運動器の健康が、身
体の健康維持にいかに大切であるかを認識して
いただくために、日本整形外科学会では1994
年より10月8日を「骨と関節の日」と定めてい
ます。「ホネ」の「ホ」は十と八に分けることが
でき、10月10日の体育の日にも近いことが骨
と関節の日を十月八日に定めた理由です。
運動器は加齢に伴い故障しやすくなります。

このため、整形外科を受診する患者の多くは高
齢者ですが、整形外科（orthopedic surgery）
の語源は、正しくする、矯正するという意味の
orthoと、小児という意味のpedieを合わせた
もので、元来、側弯症や内反足など、子供の変
形を矯正する学問に端を発しています。それが
少子高齢化に伴い、小児の患者数が激減し、骨
粗鬆症や変形性関節症などの疾患に罹患した高
齢者の占める割合が多くなりました。
整形外科の疾患で、高齢者がきたしやすい骨

折に大腿骨近位部（頚部と転子部）骨折があり
ます。転倒などにより大腿骨近位部骨折を受傷
すると、骨折が治癒しても歩行能力の低下が生
じことが多く、寝たきりになることも少なくあ
りません。沖縄県における本骨折の発生数は、
1988年には年間492例であったのが、2004年
には1,492例と約3倍に増加しています。この
増加の大きな要因は高齢者数の増加によるもの
ですが、転倒・骨折をきたしやすい虚弱な高齢

者が増えたことも原因の1つになっています。
変形性関節症も高齢者に多い疾患です。関節

軟骨が摩耗し、関節の痛みや変形が生じます。
股関節や膝関節の変形性関節症では歩行が困難
になることが多く、末期の場合には傷んだ関節
を人工関節に置換する手術が行われます。沖縄
県では年間千人以上の方がこの手術を受けてい
ます。このように、高齢者数の増加に伴って、
整形外科の需要は今後もますます増えることが
予想されます。
高齢化率は65歳以上の人口が総人口に占め

る割合です。7～14％なら「高齢化社会」、14
～21％になると「高齢社会」、21％を超える
と「超高齢化社会」と分類されます。平成21
年の本邦の高齢化率は22.7％で、他に例を見
ないほどのスピードで超高齢化社会に突入して
います。一方、沖縄県の高齢化率は 17.5 ％
（平成21年版高齢社会白書より。県の報告では
総人口141万人、このうち65歳以上の人口は
24万人）で、全国で最も高齢化率が低い県に
なっています。沖縄県は、平成12年に男性の
平均寿命が全国26位に転落する「26ショッ
ク」を経験しましたが、女性は依然全国1位を
維持しています。また百歳以上の長寿者の人口
比も全国1位を占め、長寿の県として知られて
います。このため、高齢者が多いイメージがあ
りますが、出生率が高く、また若年者の県外流
出が低いことから、15歳から64歳までの生産
年齢人口の割合が高くなっています。
高齢者を支える生産年齢人口が多いと社会の

活性化や福祉の充実に役立ちますが、生産年齢
人口＝高齢者予備軍と考えると、高齢者数の増
加が今後も持続することが予測されます。実

骨と関節の日（10/8）によせて
「高齢社会における整形外科医療」

琉球大学整形外科　大湾　一郎
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際、高齢化率と高齢者数増加率には図1に示す
関係があります。島根県や秋田県など高齢化率
が25％を超える県では、高齢者数はすでにプ
ラトーに近い状態にあり、高齢者数の増加はほ
とんどありません。このような地域では、高齢
者医療の質を高める対策が必要になります。こ
れに対し、高齢化率の低い沖縄県では高齢者数
の増加が今後も生じ、高齢者医療の対策として
は量と質の両面を考えなければいけません。特
にハード面での充実が今後ますます大切になる
のではないでしょうか。

いずれにせよ、生産年齢人口が減り、高齢者
が増える状況を考えると、病気に罹患した人だ
けを治療するこれまでの医療では不十分である
ことが分かります。私たち医療者が社会に積極
的に働きかけて、病気に罹患するリスクが高い
高齢者を対象にした、高齢者の健康増進をサポ
ートするシステム作りが必要です。
このような対策はこれまで、「健康日本21」

や「健康フロンティア戦略」など厚生労働省や
文部科学省が中心となってその事業を進めてき
ました。「新健康フロンティア戦略」では生活習
慣病の危険因子であるメタボリックシンドロー
ムに焦点が当てられ、メタボと略された言葉は
国民の間に浸透し、国民の健康に対する意識の

改革に大きく役立っています。その一方で、国
指導の事業であるために、国民は健康でいるこ
とが義務であり、国が健康であることを強制し
ているとの批判が挙がっているのも事実です。
その点で、「骨と関節の日」のイベントや

「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」
の提唱は日本整形外科学会が主体となって、よ
り国民に近いレベルで運動器の健康を守ろうと
する取り組みです。健康に関する一般市民を対
象にしたアンケート調査で、将来の不安に対す
る回答で最も多かったのが、「寝たきりや認知
症で要介護状態になること」です。平成19年
国民生活基礎調査の現況によれば、要介護状態
となった原因の1位は脳血管障害、2位は認知
症、3位は高齢による衰弱、4位は関節疾患、5
位は転倒・骨折で、9位の脊髄損傷と合わせる
と、運動器の障害（4,5,9位）が全体に占める
割合は24％で、1位の脳血管障害（23.3％）
より高くなります。私たち整形外科医は、ロコ
モティブシンドロームの概念を広く国民に知っ
ていただき、同じ目線で運動器の健康に取り組
んでいきたいと考えています。
今年の「骨と関節の日」のテーマは「ロコモ

ティブシンドロームと腰痛」です。新聞紙面対
談や市民公開講座が予定されています。どうぞ
ご注目下さい。なお、ロコモティブシンドロー
ムとは、主に加齢による運動器の障害により、
移動能力の低下をきたし、要介護状態あるいは
要介護になるリスクの高い状態のことを指しま
す。メタボに対抗してロコモと略されます。転
倒しやすい、階段で手すりが必要、15分歩け
ない、片脚立ちで靴下がはけない、1リットル
の牛乳パック2個程度の買い物をして持ち帰る
のが困難、掃除機や布団の上げ下ろしが困難な
どの症状が1つでもある場合、ロコモが疑われ
ます。整形外科では、ロコモの疑いがある人に
対しては骨粗鬆症や変形性関節症などの運動器
の評価を行い、運動訓練のアドバイスを行って
います。

図1 高齢化率と高齢者数増加率 （出展：国勢調査、国立社
会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」）
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皆さん、10月10日は何の日かご存知ですか。
戦争体験者の皆さんは、1944年のアメリカ軍
が沖縄本島全域に爆撃を行い、特に那覇市では
市内の90％の家屋が全焼または全壊してしま
った、沖縄戦の「ジュージュー空襲」を思い出
すかも知れません。また以前は、「体育の日」
で祝日だったため、そのことを思い浮かべる方
も多いでしょう。しかし、もう一つ覚えておい
てほしいものに10月10日は「目の愛護デー」
ということがあります。「目の愛護デー」の始
まりは、昭和6年に失明予防の運動として、10
月10日を「視力保存デー」と定め中央盲人福
祉協会主催、内務省、文部省後援で定められま
した。10月10日が選ばれたのは、「10 10」
を横にすると眉と目の形になるからでした。

1938年（昭和13年）から1944年までは、9
月18日を「目の記念日」としましたが、1947
年（昭和22年）に再び10月10日を「目の愛
護デー」と定め、1950年（昭和25年）から厚
生省（現：厚生労働省）が共催（現在では主
催）となり、毎年各県の眼科医会が中心となっ
て、目の健康に関しての活動をしています。
沖縄県における「目の愛護デー」の始まりは
1960年にさかのぼり、当時の琉球政府から協力

依頼があり、その後「目の愛護デー」の活動普
及はもとより、失明に関する調査と統計的研究、
アイバンク事業の普及促進、各種眼疾患の予防
に関する事業が行われてきました。2005年まで
は、大型スーパーやデパート等で目の無料検診、
福祉施設での検診を、それぞれ那覇・南部地区
と中北部にわけて実施しておりましたが、現在
では、諸事情により「目の愛護デー」の趣旨に
賛同する沖縄県眼科医会会員協賛による新聞広
告掲載が、主な普及活動となっています。
また、1963年（昭和38年）10月10日は日

本で初めて「アイバンク」が開設された日でも
あります。移植のためには角膜提供者の死後6
時間以内に眼球の摘出を行わなければなりませ
んが、1958年4月に法律が制定されるまでは、
遺体に対してこの処置を行えませんでした。そ
して、1963年、厚生省により眼球の幹旋に関
する許可基準が公示されたことにより、死後角
膜を提供する意思のある人と角膜移植を希望す
る人の登録を受付、提供者と希望者との間を取
り持つアイバンクと言う機関の設置が可能にな
ったのです。
また、10月10日は1972年に東京盲導犬協

会が制定した「アイメイトデー」は「目の愛護
デー」に合わせて制定され、盲人と盲導犬への
理解を深めてもらうため盲導犬の活動を紹介す
るビデオの上映や講演などが開催されています。
目が私たちにとって大きな情報源であること

は、誰もが認めるところであり「外界から得ら
れる情報の8割が視覚から」といわれ、目から
入ってくる情報は、現代社会の人間にとって膨
大で大変重要なものになります。ですから、そ
の目を大切にし、視覚障害を減少させようと言

10月10日“目の愛護デー”

てるや眼科クリニック 照屋　武
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うのが、「目の愛護デー」の趣旨なのです。
最近、視覚障害が個人や社会に与える負担や

社会的コストがどのくらいあるのかを、日本眼
科医会がまとめて報告しています。それにより
ますと、2007年現在、日本には164万人の視
覚障害者が存在し、このうち約18.8万人が失
明者、145万人程度をロービジョン者が占めて
います。そして、視覚障害に基づく経済コスト
損失の総額は推定2兆9,217億円／年と試算し
ています。更に疾病負担コストは視覚障害者を
抱えることによる個人の健康年数喪失（QOL
低下分）として計算され、障害生存年数評価額
とほぼ同額で、推定5兆8,636億円／年と試算
しています。つまり経済コストと、疾病負担コ
ストを合計して、2007年における日本での視
覚障害による総コスト（疾病としての社会的総
負担）は、なんと8兆7,854億円と推定してい
ます。つまり視覚障害者を減少させることや、
ロービジョン者が残された視機能を最大限に活
用して生活できるようにするためのロービジョ
ンケアの重要性が大きく叫ばれるようになって
来ました。
日本眼科医会の公衆衛生委員会では、22年度

の事業計画の中に、障害者対策とロービジョン
者に対するネットワーク確立が盛り込まれてい
ます。沖縄県でも眼科医が中心になってロービ
ジョンケアを行い、特別支援学校や視覚障害者
協会などとの早急なネットワーク作りが求めら
れています。目の愛護デーは、健康な晴眼者に
とっては、緑内障や加齢黄班変性症、糖尿病網

膜症など失明やロービジョンに至る疾患に注意
し、ご自身の目をいたわり、かけがえのない視
力を損なわないように、目の健康を考えていく
日です。また、一方では不幸にして失明やロー
ビジョンに陥った方々は、残された視機能を十
分に活用していくロービジョンケアを知ってい
ただき、どうしたらよりよい生活ができるのか
を考えていくよい機会だと考えます。そしてそ
ういった方々を社会全体がいかに支え、支援し
ていくかを真剣に考えていく日だと思うのです。
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3月3日は「耳の日」、6月4日は「虫歯予防
の日」、10月10日は「目の愛護デー」、12月1
日は「世界エイズデー」など、誰でも聞けば直
ぐに答えられる日は多々ありますが、それでは
「麻酔の日」と聞いて、皆さんは何月何日だと
直ぐに答えられるでしょうか。今現在、全身麻
酔やその他の麻酔に関わっている外科系医師の
先生方でも、なかなか直ぐに答えられないのが
現状だと思います。
「麻酔の日」は上述のようなちょっと語呂合

わせ的な月日とは違い、ある日本人1個人の偉
業を称え、それを日本人である我々が未来永劫
忘れぬように語り告ごうではないかと粋な計ら
いで、日本麻酔科学会が制定した日なのです。
そのある日本人というのは、皆さんも著書や映
画・ドラマ等でご存知と思われます江戸時代の
日本人医師、華岡青洲がその人物であります。
今をさかのぼること206年前の1804年（文化
元年）10月13日、華岡青洲が、世界で初めて
全身麻酔による乳癌手術を成功させました。彼
は、手術での患者の苦しみを和らげ、その手術
により多くの人の命を救いたいと考え動物実験
を繰り返し、さらに自分自身の身内である実母
の死や妻の失明という多大なる犠牲の上の基に
完成させたのが「通仙散」という全身麻酔薬で
した。この薬は曼陀羅華（まんだらげ）の花
（チョウセンアサガオ）と草鳥頭（そううず＝
トリカブト）を主成分とする6種類の薬草を調
合させた飲み薬だったのです。全身麻酔として
世界でよく知られているのは、W.T.G.Morton
医師によるハーバード大学において行われた、
エーテル麻酔による全身麻酔薬を使用した公開
実験（下顎の血管種切除術）ですが、それが行

われたのは1846年10月16日のことでした。
そのことを考えると華岡青洲が行った「通仙
散」を使用した全身麻酔による乳癌摘出手術
は、Morton医師のそれよりもさらに40年以上
も前に行ったことになります。これは、画期的
なことであり世界的に見ても賞賛されるべく、
我々日本人としても誇れる大偉業を彼は成し得
たものと思います。そこで日本麻酔科学会は、
この大偉業を成し得た日、つまり「10月13日」
を彼の使用した経口的全身麻酔薬「通仙散」に
因んで「麻酔の日」と制定したのです。
ところで、日本麻酔科学会の発足は意外と最

近なのです。第2次世界大戦終了後、アメリカ
から近代医学が取り入れられるようになり、麻
酔学という領域が日本でも必要であるとし、外
科学会の中から誕生したのが1954年設立の日
本麻酔学会であり、その後2001年に社団法人
化され日本麻酔科学会となりました。当初は手
術室の麻酔を中心とした活動でありましたが、
1970年代後半からの麻酔科医の数の増加とモ
ニターの発達とともに、麻酔科医は手術室から
飛び出して集中治療室や救急医療に、またペイ
ンクリニック（疼痛外来）へと、その活動の場
を広げていきました。その結果、麻酔科医の領
域は、周術期管理、集中治療･救急医療と人工
呼吸管理、慢性疼痛、癌性疼痛･緩和ケアから
在宅医療までの広い範囲となりました。以前は
患者と接することが少ないといわれた麻酔科で
したが、現在は大きくその様相を変えていま
す。また一方では、手術中の麻酔や人工呼吸患
者の管理を安全に行うにために、疾患への対応
や麻酔法だけでなく、人工呼吸器の運用、配管
の異常や漏電対策などといったリスクマネイジ

「麻酔の日（10/13）」に寄せて

大浜第一病院　麻酔科　大見謝　克夫
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メントも重要な要素であり、これらも麻酔科医
の領域となってきました。
病院には医療を施す立場の医療関係者と、医

療を受ける患者とが存在します。麻酔科医は患
者に麻酔をかける立場からすれば、医療従事者
なのですが、オーストラリアの麻酔学会が定め
た麻酔の日のキャンペーンに、“Caring for
your life, while you can not. ”という言葉が
掲げられていました。これは「患者が麻酔をか
けられて、自分で自分の生命を守ることができ
ない状態にある時に、それを守ってあげられる
のは唯一麻酔科である」という意味なのです。
このような麻酔科の仕事の内容、あるいは立場
からすると、医療従事者というよりはむしろ医
療を受ける患者の立場に近いものと言えます。
麻酔科医はよく飛行機や列車等のパイロット

に例えられます。それは旅行をする時に、快適
な飛行機、乗り心地の良い列車に乗っても、離
陸時や着陸時あるいは飛行中や走行中に突然の
トラブルが生じ、それをパイロットが回避でき
なかったら、その人にとって楽しい旅行のはず
が逆に大変な自体に陥ることになるかもしれま
せん。しかし、パイロットがしっかりそのトラ
ブルを処理したり、あるいはそれを未然に防ぐ
ことが出来れば、きっとその旅行は素晴らしい
思い出の旅となるでしょう。病院においても手
術が上手な術者がいて、素晴らしい手術室が用
意されていたとしても、手術中に患者の状態が

安定していなければその手術はうまくいかない
かもしれません。そこで手術中の患者の状態を
安定させ手術を快適に終了させるために麻酔科
医は、パイロットとしてそれをうまく操縦して
いるのです。また以前は、手術後の手術創部が
痛いのは当然であるとか、癌の末期は苦しんで
も当たり前だなどと放っておかれたりもしてい
ました。しかしながら、麻酔科医はこのような
状況を目の当たりにして、放っておくことがで
きずに患者の立場で物事を考え、医療の谷間を
埋めるべく、集中治療やペインクリニックを始
めてきたのだと思います。
今、社会が麻酔科医を大きく求め始めていま

す。そこには麻酔科医の仕事の内容が医療の安
全と病院の運営、患者の立場に立つという社会
の求めている仕事をしていることに由来してい
るからだと考えます。それは医療の原点でもあ
り、病院にとってこれら麻酔科の機能は、ガ
ス、電気、水道といった日常生活に必要な要素
と同じであり、麻酔科医の仕事内容は病院機能
そのものであると言っても過言ではないと思い
ます。
「麻酔の日」は何日と聞かれて、皆さんが直

ぐに「10月13日」と答えられるために、我々
麻酔科医は、華岡青洲が日々努力し「通仙散」
という全身麻酔薬を発見し社会に貢献したよう
に、地域医療に広く関わりいろいろな形で貢献
できるよう努めていきたいと思います。

「ロゴマークは語る」コーナー
　「病・医院のロゴマーク」の原稿を募集しています。

どうぞお気軽にご紹介下さい。
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（1）はじめに
本県は全国一の肥満県である。男性の二人に

一人、女性の四人に一人が肥満である。肥満は
メタボリック症候群の要因であり、メタボリッ
ク症候群は糖尿病を高率で発症する。本県40
歳以上の糖尿病患者数は約65,000人、糖尿病
予備軍は約130,000人と推定される。糖尿病患
者の80％は医療機関での治療を受けているが、
その半数は治療を中断している。また、治療を
受けていても、血糖コントロールなどの治療が
不十分で合併症が進行してしまう患者も少なく
ない。糖尿病性腎症の悪化による新規人工透析
導入率は全国ワースト2位である。
この状況が続けば、患者さんの生活の質低

下、社会的損失の増大を招くことになる。この
ような実状を踏まえ、県内各医師会では、糖尿
病専門医を中心に基幹病院と診療所医師の治療
連携を展開している。中部地区では「すべての
糖尿病患者にいつでもどこでも高質な標準治療
を提供する」をめざし、2007年10月「沖縄県
地域医療連携体制推進事業」の補助を受け「糖
尿病標準治療推進委員会」（以下標準治療推進
委員会）を組織した。専門医・かかりつけ医・
看護師・保健師・栄養士・薬剤師が連帯し、
「発症を減らす」「中断者を減らす」「合併症の
進展を阻止する」取り組みをしているのでその
概要を報告する。

（2）委員会発足の経緯と目的
中部地区の成人人口は約20万人、そのうち

約10％（2万人）は、治療中断および未治療
者（1万人）を含む糖尿病患者、約20％（4万
人）は境界型であると推定される。およそ6万
人の早期介入および治療が必要な糖尿病患者に

対して、糖尿病を専門とする医師は少数であ
る。糖尿病患者が地域基幹病院を含む中核的病
院と専門クリニックに集中している現況もあ
り、今後増え続ける糖尿病患者に十分対応でき
るか、課題は大きい。
そこで、地域の専門医が中心となり、かかり

つけ医を巻き込んだ日常診療における糖尿病標
準治療の実践、顔の見える関係づくりに取り組
むことになった。標準治療指針委員会の発足で
ある。委員会の構成メンバーは、糖尿病専門の
医師6名、保健所医師1名、保健師2名、栄養
士1名、薬剤師1名の総勢11名、活動の目的
は、「糖尿病地域医療連携システム」の構築
（表1）である。

「治療の標準化と顔の見える連携」をキーワ
ードに、5年計画で、「急性増悪時治療施設、
専門治療施設、慢性合併症治療施設等、中核的
病院（専門施設）および専門医の役割の明確
化」「初期・安定期治療を担う施設および医師
への糖尿病治療技術の移転」「糖尿病医療連携
パスを用いた中核的病院（専門施設）と地域診
療所の医療連携」を行うこととした。めざすは

沖縄糖尿病週間に寄せて
～連携して糖尿病に打ち克とう！～

すながわ内科クリニック院長
中部地区医師会理事

中部地区医師会糖尿病標準治療推進委員会委員長　砂川　博司

Key word

表１
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「ひとりの糖尿病患者を、血糖コントロール状
況や病態に応じて、地域の医療機関が連携して
サポートする体制」の確立である。

（3）委員会活動状況
糖尿病地域医療連携システムの構築段階を表
2に示す。

Stage1（2007～2009年）では、糖尿病診
療技術移転のためのティーチインの場を設定し
た。テキストには「SDM（Staged Diabetes
Management2008）」「糖尿病標準治療ガイド
（日本糖尿病学会編）」「糖尿病治療のエッセン
ス（日本糖尿病対策推進会議編）」を採用、糖
尿病専門医による全体講義・講演会（奇数月）、
中核的病院（沖縄県立中部病院・中頭病院・翔
南病院・ハートライフ病院）医師と近隣診療所
医師との症例検討会（Small Group Meeting）
（偶数月）をそれぞれ実施した。年間12回実施
される講義・講演会・スモールミーティングに
1/3以上出席した医師へは「修了証」が発行さ
れ、それぞれの医師が所属する医療機関は「糖
尿病標準治療施設」に登録される。2010年7
月現在、2病院36診療所が「初期・安定期治
療施設」に登録され、「糖尿病の診断および生
活習慣病の指導」「良好なBSコントロール評価
を目指した治療」を展開している。
講義・講演会・スモールミーティングへの医

師およびコメディカル（看護師・栄養士・保健
師・薬剤師）の参加延人数は、2007年度：94
名、95名、2008年度：213名、162名、2009
年度：311名、408名である。5年がかりの長
期計画で取り組んだ事業のため、なかだるみや
マンネリも危惧されたが、参加者は会を重ねる

ごとに増え続けている。地域の先生方の糖尿病
治療に対する熱意と意欲、「地域の糖尿病患者
は地域で支援する」という連帯の輪の広がりを
実感している。

（4）今後の取り組みについて
2010年の今年はいよいよStage2へ移行す

る。Stage2では、「インスリン治療の導入・維
持方法」の研修と並行して、地域循環パスの作
成、病院・診療所の役割決定、検査項目および
スケジュールの確認、逆紹介・バリアンス基準
の確立を行っていく予定である。
Stage3（循環型医療連携の実施）、Stage4

（医療連携システムの評価）については、本事
業最終年度となる2011年をめどに完成させて
いく予定である。
医療連携の実施に際しては、医療機関相互の
ITネットワークシステムの構築・活用等も視
野に入れている。連携評価については、①新規
患者数（境界型から糖尿病移行患者数）は減少
したか？②未治療・中断者は減少したか？③合
併症進展患者数は減少したか？（例、透析患者
数の減少、下肢切断数の減少等）④地域の糖尿
病患者の満足度は高まったか？などの項目を掲
げ、継続的評価と検証を行っていく予定であ
る。地域の疫学的データとして蓄積することが
できれば、将来的には地域の健康管理データベ
ースとして糖尿病の予防・治療管理、早世予防
（沖縄県の長寿復活）に活用できるのではない
かと考えている。

（5）おわりに
糖尿病はもはやすべての診療科にまたがる疾

患となり、地域かかりつけ医の果たす役割はま
すます重要となった。潜在的糖尿病患者のほり
おこしと早期介入、継続治療は、地域医療の中
心的役割を担う、かかりつけ医の存在なしには
実現しない。地域の医師および各医療機関が連
携して糖尿病患者の早期介入、継続治療に取り
組むことによってはじめて、糖尿病治療の最終
目標である「合併症の進展阻止」「健康な人と
変わらない日常生活の質（QOL）の維持」「健
康な人と変わらない寿命の確保」に一歩近づく
ことができると確信する。

表2
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臓器提供は誰のため？
昨年、12年ぶりに臓器移植法が改正され今

年7月から施行されています。8月には3例の
脳死での臓器提供があり今後も増加が期待され
ます。一方で移植を待っている患者さんはまだ
まだ沢山おり、いずれも移植をしなければ長期
の生存が期待できない方々ばかりです。待機期
間中に亡くなってしまう人もいます。このよう
に移植医療というのは、臓器提供という善意の
贈り物があって初めて成り立つ医療なのです。
それでは臓器提供というのは果たして誰のた

めに行うものなのでしょうか。当然、それによ
って恩恵を受ける人がいるわけなのですが、本
当は臓器を提供した人自身、あるいはその家族
のために行うものなのです。自分の死後、臓器
を提供したい、誰かの役に立ちたいというのは
その人自身の思いです。また身内の死後、臓器
だけでもどこかで生き続けてくれたらというの
は愛する人を失った家族の思いでもあります。
そういう思いをかなえるのが臓器提供であり、
思いを確認するのがオプション提示です。臓器
を提供することは、患者・家族の一つの権利な
のです（図1）。

死は医療の敗北ではない
オプション提示の仕方が難しいという話は良

く耳にします。懸命に手を尽くしたのに患者を
救うことができない、この患者はもう助からな

い。それが分かったとき医師は落胆と失望に直
面します。そのような状況で死後の話（＝臓器
提供）なんてできない、というのは理解できる
話です。しかし考えてみれば人間は永遠に生き
ることはできず「死」は全ての人に必ず訪れる
ものです。最善をつくし、全力で当たっても救
えない命はあります。それは医療の敗北ではあ
りません。やるべきことをやり尽くしたその後
にまだできること、それがオプション提示だと
考えてください。従ってオプション提示という
のは患者を見捨てることではありません。患者
のために何かをしてあげたいという行為の延長
線上、最後に行き着くところなのです（図2）。
かの天才外科医ブラック・ジャックをしても患
者を救えないこともあります。彼は恩師本間丈
太郎を救えなかったときに、「人間がいきもの
の生き死にを自由にしようなんておこがましい
とは思わんかね」という言葉を投げかけられ苦
悩します。それでもメスをふるい患者を救い続
けるのです（ブラック・ジャックはオプション
提示はしませんが）。

家族の心の支えに
患者の予期せぬ突然の状況に家族は困惑し、

そして救命できないと医師に告げられると激し
く動揺します。泣き叫ぶ方もいますし、奇跡を
訴える方もいます。医師を非難する方もいるか
もしれません。当然すぐには受け入れられない
状況です。治癒の可能性が少しでもあれば治療
に全力を尽くしますが、臨床的に脳死と判断さ

臓器移植普及推進月間（10/1～10/31）によせて
～臓器提供の現場から～

豊見城中央病院 外科 大田　守仁

（図1）臓器移植に関する権利

（図2）<腎臓>臓器提供者（ドナー）適応基準
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れればそのことを家族にきちんと説明しないと
いけません。人間の「生」には期限があり、医
療には限界があることはまぎれもない事実なの
ですから、救命できないことを家族に納得して
もらう必要があります。これは臓器提供に関わ
らず大切なことで、一見非情なことのように思
えますが、動揺する家族の心を落ち着けるため
に行うものです。患者が亡くなるまでの間、ど
うなるか分からないままずっと付き添って、最
期の時にはただただ叫び続けるという状況は家
族にとって精神的にかなりきつい状態で多大な
負担を強いるばかりです。勿論死を受け入れる
ことは辛いことで時間がかかりますが、丁寧に
何度も説明を行い、家族に死を覚悟してもらう
ことで精神的な負担は軽減されるはずです。臨
終の際にも、悲しみの中に安らかさを見いだす
ことができるかもしれません。これも「グリー
フケア」の一つです。

「最期」の「最後」に
治療に全力を尽くし、救命できないことを丁

寧に説明すれば短期間といえども医師と患者の
間に信頼関係ができます。そうなれば患者の死
後どうしたいか、臓器提供という選択もあるが
希望するか、という話がしやすくなります。患
者あるいは家族に臓器提供の希望があれば、そ
れは権利なのですから是非かなえてあげてくだ
さい（ちなみに心停止後の腎臓、角膜提供はど
この病院でも可能です）。家族は提供の気持ち
があっても自分からは言い出しにくいもので
す。だから聞かないと分からないし、分からな
いとせっかくの思いもかなえられません。です
からまず聞いてみましょう。聞くだけでいいん
です。提供をすすめる必要はありません。とこ
ろでそれが大事だと分かっていても、忙しくて
とてもそんな時間はないという医師もいるかも
しれません。現在の救急医療の現状からすると
無理もない話です。そんな場合でも、救命でき
ない説明をするときに沖縄県が作成したパンフ
レット（図3，4）をとにかく家族に渡してく
ださい。県に依頼されているからと言って渡す
だけで構いません。中に意思確認の内容記載が
あり、提供希望がある場合には県の移植コーデ
ィネーターに連絡してください。直ちに来院し
て移植に関する説明は全て行ってくれます。
我々医師は患者のために尽くさなければなり

ません。患者が最期を迎えようとする時、一番
最後に医療者がしてあげられること。それが臓
器提供の意思確認なのです。

死後の生き方
人は自分がいずれ死ぬということを普段あま

り実感していません。我々医療者ですらそうで
しょう。でも死は確実に訪れます。ですから自
分がどういう死に方を迎えたいか、死んだ後ど
うして欲しいかを日頃から考えて、それを家族
に話しておく必要があります。「死」について
考えることは、その間どう生きるか、即ち「生」
について考えることでもあります。皆さんも一
度「死」についてじっくり考えてみてはいかが
でしょうか。肉体は滅んでも臓器として誰かの
役に立ちながらあり続けるという「生き方」も
悪くない、とは思いませんか？

興南、優勝おめでとう
最後に全くの余談ですが、夏の全国高校野球

選手権で興南高校が見事に全国制覇を果たし深
紅の大優勝旗を初めて沖縄に持ち帰ってくれま
した。本当におめでとう、そして心からありが
とう（涙）。（本稿は8月24日に書いています）

（図3）沖縄県作成の意志確認パンフレット（表）

（図4）沖縄県作成の意志確認パンフレット（裏）
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Ⅰ　はじめに
白血病、重症再生不良性貧血、先天性免疫不

全などの造血器疾患は、40年程前までそれこ
そ不治の病でした。しかし今現在、決して死に
至る病ではありません。分子生物学、医学の目
覚ましい進歩は病態の解明と治療法の改善をも
たらしました。中でも、医学史上特筆すべき業
績が骨髄移植です。そのことは、近代的骨髄移
植術を確立した米国のDonnall E. Thomas博
士が1990年にノーベル賞を受賞したことでも
明らかでしょう。彼は、1957年に初めて健常
者からの移植を行いましたが、ことごとく失敗
しました。これは組織適合性、すなわちHLA
を一致させるという概念がなかったからです。
これに屈することなく、彼はイヌをモデルとし
て基礎研究を精力的に進め、ドナー選択におけ
る組織適合性検査、移植前治療、GVHD予防

法を開発しました。そして1970年代はじめに
は白血病、再生不良性貧血に対する近代的骨髄
移植が確立したのです。

Ⅱ　骨髄バンクについて
さまざまな原因により骨髄、造血細胞が機能

不全に至った場合、先ず内科的治療が試みられ
ます。化学療法、免疫抑制療法などです。しか
しそれらが無効の場合、骨髄移植が考慮されま
す。すなわち病的骨髄を健常人の正常な骨髄と
入れ換えるという治療です。その場合骨髄提供
者（ドナー）が必要ですが、その条件として
HLAが一致していなければなりません。ご存
知のようにHLAにはかなり多様性があり、最
も一致率の高い同胞間でも1/4、非血縁となる
と数百～数万分の1という確立です。現在のよ
うに少子化の時代では一致同胞が得られる可能

「骨髄バンク推進」月間（10/1～10/31）
に寄せて

琉球大学医学部附属病院骨髄移植センター　百名　伸之

表１　骨髄提供希望者（ドナー）登録現在数 364,616 人
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性は低く、非血縁ドナーの重要性は今後確実に
増していくでしょう。
骨髄バンクは非血縁ドナー確保のために設立

されました。世界の40の国と地域にあり、日本
では1993年、それまでの各地域民間バンクを
統合する形でスタートしました。厚生労働省主
導のもと、骨髄移植推進財団が主体となり、日
本赤十字社および地方自治体の協力により公的
事業として行われています。その使命は善意か
らの骨髄提供を仲介、推進することで、これま
でに多くのドナー登録者を集め、患者さんとド
ナーの橋渡し役を努めてきました。平成22年7
月時点で、有効登録数364,616人、累積移植実
施数は11,997件に上っています（表1、2）。

Ⅲ　沖縄県の状況
沖縄県では骨髄バンクを支援する会の代表で

ある上江洲富夫氏（赤十字血液センター職員）
を中心として、公的バンク設立前の1990年に
九州骨髄バンク推進連絡会議沖縄支部として支
援活動がスタートしました。月1回の定例会を
持ち、シンポジウムや講演会の企画、ポスター
掲示、パンフレット配布等の広報活動を行って
骨髄移植の啓蒙、公的バンク設立に大きな役割
を果たしました。またバンク設立後は血液セン
ターの全面的協力で献血とリンクさせた登録受

付や、講演会会場での登録会を企画していま
す。彼らの献身的活動により、対象人口千人当
りの登録数は全国平均の約3倍と群を抜いてト
ップです（図1）。これは県民として誇るべきこ
とです。唯一の問題点は、本県においてバンク
ドナーの骨髄採取が困難であったことです。こ
れまで県内居住の提供者は168人に上っていま
すが、県内で採取が行れたのわずか25人であ
り、他は県外施設へ出向かれての採取でした。
このことはドナーの方に相当の精神的、肉体的
負担をかけることになっています。現在、採取
認定施設が琉球大学附属病院のみであること、
さらに諸種の事情により採取が一時中断したこ
とに原因があります。しかし、今年4月には同
病院内に骨髄移植センターが新設され、移植医
療の安定供給が図られるようになり、今後は大
幅な改善が見込まれています。

Ⅳ　骨髄バンク推進月間について　
財団法人骨髄移植推進財団は、日本赤十字社

およびボランティア等の協力を得て、骨髄移植
の推進を図るための骨髄バンク事業を実施して
います。現在、登録者数及び骨髄移植件数は
年々順調に伸びてきていますが、いまだに多く
の患者の方が骨髄移植の機会を待ち望んでいま
す。この事業の進展のためには骨髄移植に対す

表２　非血縁者間骨髄移植実施数 11,997 例
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る国民の理解を深め、善意の提供希望者登録を
促進することが緊要です。そこで、沖縄県では
「骨髄バンク推進月間」（10/1～10/31）を実施
し、広く県民に対して骨髄移植に対する正しい
知識を普及啓発するとともに、一人でも多くの
県民が骨髄提供者として登録するよう呼びかけ
を行い、我が県における骨髄移植対策の推進を
図ることとしました。県医師会、日本赤十字社
沖縄県支部、県骨髄バンクを支援する会の共催
で実施されます。予定行事は以下の通りです。
（1）骨髄バンク推進月間の周知
ア ポスター・パンフレット等を関係機関に

配布する。
イ 電光広報塔、ラジオ番組「ラジオ県民室」、

県政広報番組「うまんちゅひろば」およ
び広報誌「美ら島沖縄」等、県広報媒体
を利用した広報活動を行う。

ウ　新聞広告を行う。
（2）骨髄バンク推進街頭キャンペーン
日　時：10月1日（金）16時～16時30分
場　所：パレットくもじ前イベント広場

（3）市民公開講座の開催
日　時：10月16日（土）13時～17時

場　所：沖縄県中央保健所・
3F研修・大会議室　

参加費：無料

Ⅴ　おわりに
骨髄移植で始まった造血細胞移植医療は、基

礎医学、医療技術の急速な進歩に伴い、大きく
変貌しつつあります。この20年の間にも、末梢
血幹細胞移植、臍帯血移植、CD34陽性幹細胞
移植、骨髄非破壊的移植、HLA半合致移植な
ど、造血細胞のソース、ドナー選択基準、移植
法は多様化しています。このことは患者さんに
とってより適切な移植選択ができ、またそれま
で不可能であった移植が可能となるなど、大き
なメリットとなっています。しかし、新しい移
植技術はまだ年数が浅く、適応疾患、合併症、
長期予後等についてまだエビデンスが十分得ら
れていないことも事実です。これに対し、HLA
一致骨髄移植は40年近い歴史があり、医学上
の様々な検証を十分に経ているため、現在でも
移植の主流であることは間違いありません。
この度の「骨髄バンク推進月間」につきまし

て、医師会会員諸氏のご協力を切に願うもので
あります。

図１　骨髄提供希望者都道府県別登録者数（平成22年7月末現在）
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